
2面平成26年第3回福生市議会定例会のお知らせ（予定）　3面雨水浸透ます設置工事費を助成します　4面敬老金･敬老記念品について
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今号の主な記事

平成 26 年

8 月 15日
No.909

市公式キャラクター
たっけー☆☆

まちの写真ニュース人口と世帯数
（平成26年8月1日現在）

人口

男 29,442

女 29,249

計 58,691

世帯数 29,324
ふっさ

　 市 公 式
キャラクター
「たっけー☆
☆」生誕 10
周年！　
　第 64 回福
生七夕まつり
が盛大に開催
されました！

福生市のホームページアドレスはhttp：//www.city.fussa.tokyo.jp/です

市の取り組みは？
～市では、新制度の実施に向けて、次のことに取り組んでいます～

●子ども・子育て審議会の設置…平成 26 年度に策定する「（仮称）福生市

子ども ･ 子育て支援事業計画」に、子育てをしている方や子育て支援に係

る関係者の意見を反映するため「福生市子ども・子育て審議会」を設置し

ました。審議会の委員は、公募による市民委員のほか、子育て中の保護者、

学識経験者、保育園・幼稚園関係者などで構成されています。

●子ども・子育て支援事業計画の策定…新制度では、市が子育て支援サー

ビスのニーズ等を把握したうえで、子育て支援のための事業の見込み量と

確保方策（今後の方向性）を盛り込んだ「（仮称）子ども・子育て支援事業

計画」を策定・推進することとしています。

　市では、昨年 11 月に実施したニーズ調査の結果等を参考に、今年度内の

事業計画の策定・公表に向けて取り組みます。

●各種基準の策定…新制度における地域型保育事業の認可基準や施設・事

業の運営基準、保育の必要性などの基準について、国が示す基準等を踏まえ、

条例を制定し本年秋を目途に策定・公表していきます。

①待機児童を解消するため、新たに始まる地域型保育事業などにより保育

の充実を図ります。

②すべての子育て家庭を支援するため、子育て支援サービスの相談窓口の

充実、一時預かり及び病児 ･病後児保育などの場を整備する

など、多様な「地域子ども・子育て支援事業」を充実させます。

③幼稚園と保育園のいいところをひとつにした「認定こど

も園」の普及を進めます。

多様な「地域子ども・子育て支援事業」
（一時預かり、ファミリー ･サポート ･センターのほか、
相談窓口の充実、病児 ･病後児保育などに取り組みます）

学童クラブ

（小学生）

●0 ～ 5歳の保育を必要と

するお子さんを対象に、

教育・保育を行います。

●通常の保育時間のほか

に、延長保育を行います。

●現在、市内には 16 園あ

ります。

●3～ 5歳のお子さんを対

象に、幼児教育を行います。

●通常の午後 2 時までの

教育時間以降に預かり保

育を行います。

●現在、市内には 4 園あ

ります。

●0 ～ 5 歳のお子さんを対象に、保育園と幼稚園のいい

ところをひとつにした施設です。

●保護者が働いているかどうかに関わらず利用できます。

●現在、市内には 2園あります。

▼小規模保育…少人数（定員 6 ～ 19 人）を対象に、家庭的

保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

▼事業所内保育…会社の事業所の保育施設などで、従業員の

子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

▼家庭的保育…家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員 5 人

以下）を対象にきめ細かな保育を行います。

▼居宅訪問型保育…障害・疾患などで個別のケアが必要な場

合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場

合などに、保護者の自宅で１対１で保育を行います。

　幼稚園や保育園などの利用手続きの時期や流れが大きく異なるもので

はありませんが、次のとおり市から年齢や教育・保育の必要性に応じた

認定を受け、認定証の交付を受けるなどの変更点があります。

支給認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設など

1 号認定 3～ 5歳の子ども
幼稚園

認定こども園

2号認定
3～ 5歳で保護者の就労や疾病等に

より保育を必要とする子ども

保育園

認定こども園

3号認定
0～ 2歳で保護者の就労や疾病等に

より保育を必要とする子ども

保育園

認定こども園

地域型保育事業

■具体的な利用申込みの手続きや利用者負担（保育料）などについては、現在検討中で

あり、内容が決まり次第、改めてお知らせします。

地域型
保育事業

（0～ 2歳児）

保育園
（0～ 5歳児）

認定こども園
（0～ 5歳児）

幼稚園
（3～5歳児）

0 ～ 2 歳の
子どもがいる家庭

小学生の
子どもがいる家庭

　平成 24 年 8 月に成立した「子ども・子育て関連３法」に基づき、

平成 27 年 4 月から、小学校入学前の教育・保育や地域の子ども・

子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」

が、全国の区市町村を実施主体として始まる予定です。市では、「子

どもの育ちと子育ての喜びが実感できるまち」を目指します。

【問合せ】子ども育成課保育係☎ 551･1780

　～新制度の主なポイント～

地域型保育事業とは？

新制度での教育 ･保育の場

　新制度に基づき新たに市が認可を行う保育事業で、主にニー

ズが高い0～ 2歳児が対象の次のような事業です。これら

の事業にどのように取り組んでいくか今後検討していきます。 支給認定の種類

保育が必要 昼間に保護者が就労等でいない保育が必要保育は必要なし

3～ 5歳の
子どもがいる家庭

幼稚園や保育園などの利用手続きは？

子育て支援サービスの提供イメージ

保育園 幼稚園

認定こども園　保育園＋幼稚園

平成 27 年 4 月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります

保育は必要なし


